
　
か
つ
て
は
、
学
校
教
育
に
か
か
わ
る
人
は
、
教
師

や
事
務
職
員
、
用
務
員
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
２
０
０
０
年
代
頃
か
ら
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
や
外
部
指
導

員
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
、
様
々
な
人
た
ち
が
生
徒
の
学
び
を
支
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
専
門
的
な
知
識
・
技
能
を
持

つ
ス
タ
ッ
フ
や
、
教
師
の
業
務
を
支
援
す
る
ス
タ
ッ

フ
は
、
学
校
や
教
師
に
と
っ
て
心
強
い
存
在
で
す
。

今
で
は
、チ
ー
ム
学
校
と
し
て
、ま
た
、働
き
方
改
革

の
一
環
と
し
て
、外
部
人
材
と
の
連
携
・
協
働
に
よ

る
教
育
活
動
が
求
め
ら
れ
、
毎
日
の
よ
う
に
学
校
で

は
、外
部
か
ら
の
人
の
出
入
り
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
外
部
人
材
の
活
用
は
急
速
に
進
ん
だ
た

め
、
法
制
度
は
整
備
中
の
段
階
で
す
。
部
活
動
指
導

員
や
教
員
業
務
支
援
員
（
ス
ク
ー
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・

ス
タ
ッ
フ
）、
情
報
通
信
技
術
支
援
員
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支

援
員
）
な
ど
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改

正
（
＊
１
）
に
よ
り
、
名
称
や
職
務
内
容
が
規
定
さ

れ
ま
し
た
が
、
問
題
が
起
き
た
ら
、
そ
の
都
度
対
処

し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
ま
ず
理
解
し
て
お
き
た
い

の
が
、
外
部
人
材
の
雇
用
形
態
で
す
。
雇
用
形
態
に

よ
っ
て
は
、学
校
に
外
部
人
材
へ
の
指
揮
命
令
権（
＊

２
）
が
な
い
か
ら
で
す
（
図
）。

　
外
部
人
材
の
雇
用
形
態
に
は
、
①
学
校
設
置
者

外部人材との無用なトラブルを防ぐ

外部人材の雇用形態を確認し、指揮命令権の有無を
把握する。

特に、指揮命令権のない請負や準委任契約では、契
約事項に注意を。

ボランティアにも順守事項を説明。また、公的書類
で身元を確認しておくことも大切。

外部人材の人物像の把握は、透明性の確保や、生徒・
保護者への説明責任のためにも必要。

学校
危機管理
基 礎 講 座

外
部
人
材
の
活
用
に

お
け
る
留
意
点

テーマ

学
校
で
起
こ
り
得
る
危
機
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
備
え
を
し
て
お
く
べ
き
か
。
事
故
や
災
害
な
ど
が
発
生
し
た
ら
、

被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
に
ど
う
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
か
。学
校
の
危
機
管
理
に
つ
い
て
研
究
す
る
坂
田
仰た

か
し

教
授
が
解
説
す
る
本
コ
ー
ナ
ー
。第
10
回
は
、外
部
人
材
の
活
用
に
お
け
る
留
意
点
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

急
速
に
進
ん
だ
外
部
人
材
の
活
用

法
制
度
は
整
備
中

日本女子大学
教職教育開発センター
教授　坂田 仰

たかし

大阪府の公立高校に勤務後、東
京大学大学院法学政治学研究科
公法専攻博士課程単位取得退
学。1996 年、日本女子大学に
赴任。専門は、憲法学、公教育
制度論。2021 年９月に『新訂
第４版 図解・表解教育法規』（共
著、教育開発研究所） を出版。

解説者

外
部
人
材
の
雇
用
形
態
を
確
認
し
、

指
揮
命
令
権
の
有
無
を
把
握

＊１　部活動指導員は 2017 年３月、教員業務支援員と情報通信技術支援員は 21 年８月の改正による。　
＊２　労働者に対して業務上の指示を行う権限。
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お
勧
め
の
分
掌
▼

管
理
職

教
務
担
当

進
路
担
当

学
年
団

担
任

（
自
治
体
や
学
校
法
人
）に
よ
る
直
接
雇
用
、②
労
働

者
派
遣
契
約（
＊
３
）、
③
請
負（
業
務
委
託
契
約
）、

④
準
委
任
契
約
、⑤
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
保
護
者
会
等
に
よ
る

雇
用
、⑥
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
有
償・無
償
）が
あ
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
、学
校
に
指
揮
命
令
権
が
あ
る
の
は
、①

学
校
設
置
者
に
よ
る
直
接
雇
用
、②
労
働
者
派
遣
契

約
で
、業
務
の
進
め
方
の
指
示
や
、業
務
遂
行
に
関

す
る
改
善
の
要
求
を
、外
部
人
材
に
直
接
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。ま
た
、体
罰
や
わ
い
せ
つ
行
為
、
情

報
漏
洩
な
ど
を
起
こ
し
そ
う
な
場
合
、学
校
が
直
接

指
導
で
き
ま
す
。⑥
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
、基
本
的
に

は
指
揮
命
令
権
が
あ
り
ま
す
が
、依
頼
の
仕
方
に
よ
っ

て
は
、指
示
や
要
求
が
難
し
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
③
請
負
（
＊
４
）、
④
準
委
任
契
約
（
＊

５
）
は
、
原
則
と
し
て
学
校
に
指
揮
命
令
権
が
あ
り

ま
せ
ん
。
学
校
設
置
者
は
、
派
遣
業
者
と
契
約
を
結

び
、
派
遣
さ
れ
る
外
部
人
材
と
の
間
に
は
労
使
関
係

が
あ
り
ま
せ
ん
。
学
校
は
、
外
部
人
材
に
直
接
指
示

が
で
き
ず
、
要
望
等
は
派
遣
業
者
に
伝
え
、
派
遣
業

者
が
外
部
人
材
に
指
示
を
出
す
と
い
う
手
順
に
な
り

ま
す
。
Ａ
Ｌ
Ｔ
に
多
い
雇
用
形
態
で
す
が
、
学
校
に

指
揮
命
令
権
が
な
い
た
め
、教
師
は
、Ａ
Ｌ
Ｔ
に
対
し
、

直
接
指
示
を
し
た
り
指
導
の
改
善
要
求
を
し
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
故
意
で
は
な
い
と
し
て
も
、

契
約
違
反
と
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
外
部
人
材
が
問
題
を
起
こ
し
た
際
に
は
、
直
接
雇

用
関
係
に
な
く
て
も
、
学
校
設
置
者
や
学
校
が
、
責

任
を
持
っ
て
対
応
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。
そ
こ
で

重
要
な
の
が
、
契
約
内
容
で
す
。
体
罰
や
わ
い
せ
つ

行
為
、
宗
教
や
政
治
に
お
け
る
中
立
性
、
守
秘
義
務

な
ど
に
関
す
る
内
容
が
、
派
遣
業
者
と
の
契
約
の
条

項
に
あ
る
か
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
特
に
、
指
揮
命

令
権
の
な
い
雇
用
形
態
で
は
、
派
遣
業
者
に
、
外
部

人
材
へ
の
契
約
内
容
の
順
守
の
徹
底
を
促
し
ま
す
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
も
、
有
償
・
無
償
に
か
か
わ
ら

ず
、
順
守
し
て
ほ
し
い
事
項
を
書
面
で
伝
え
、
理
解

し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
探
究
学
習
や
就
労
体
験
な

ど
で
一
時
的
に
協
力
を
依
頼
す
る
場
合
も
、
無
用
な

ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に
、
覚
え
書
き
を
結
ぶ
と

よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
属
先
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
や
、
個
人
の
身
元
を
確
認
す
る
こ
と
も

大
切
で
す
。
残
念
な
が
ら
、偽
の
情
報
を
伝
え
ら
れ
、

問
題
発
生
時
に
連
絡
が
つ
か
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が

起
き
て
い
ま
す
。
公
的
書
類
で
身
元
を
確
認
し
て
お

く
と
、
そ
う
し
た
事
態
を
避
け
ら
れ
ま
す
。

　
損
害
賠
償
が
発
生
し
た
ら
、
ま
ず
は
学
校
設
置
者

が
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
問
題
を

起
こ
し
た
外
部
人
材
や
派
遣
業
者
に
、
契
約
違
反
と

し
て
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
ま
す
。
で
き
る
だ
け
、

契
約
書
等
に
、
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
条
項
を
入

れ
て
お
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
生
徒
や
保
護
者
か
ら
見
れ
ば
、
学
校
で
働
く
人
は

皆
、「
学
校
の
人
た
ち
」で
す
。
学
校
が
契
約
に
直
接

か
か
わ
っ
て
い
な
く
て
も
、
外
部
人
材
の
派
遣
の
経

緯
や
雇
用
形
態
、人
物
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
、透

明
性
の
確
保
や
、生
徒
・
保
護
者
へ
の
説
明
責
任
の

観
点
か
ら
も
重
要
で
す
。実
際
、外
部
人
材
に
よ
る

体
罰
や
、中
立
性
を
損
な
う
勧
誘
な
ど
の
問
題
が
起

き
て
い
ま
す
。私
立
学
校
を
中
心
に
、教
師
の
派
遣

も
進
ん
で
い
ま
す
か
ら
、重
大
事
案
が
起
こ
る
前
に

注
意
を
向
け
た
い
テ
ー
マ
の
１
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

図　 外部人材の分類

＊３　派遣業者が雇用する労働者を、他者の指揮命令下で労働させる契約のこと。　＊４　成果物を完成・納品させるが、その過程は問われない契約。
＊５　特定の業務を遂行する契約。

※坂田教授の提供資料と取材を基に編集部で作成。

順
守
し
て
ほ
し
い
事
項
が

契
約
内
容
に
あ
る
か
の
確
認
を

有償

無償

指
揮
命
令
権
な
し

指
揮
命
令
権
あ
り

⑥無償ボランティア
（学生、地域住民、探究学
習の連携先等）

⑥無償ボランティア
（ＯＢ・ＯＧが任意で指導、
探究学習の連携先等）

③請負（業務委託契約）、
④準委任契約（ＡＬＴ、
部活動指導員等）

⑤ＰＴＡ・保護者会等に
よる雇用（外部指導者等）

①学校設置者による直
接雇用、②労働者派遣
契約（ＡＬＴ、教員業務
支援員、部活動指導員等）

⑥有償ボランティア（学生、
地域住民等）
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